
  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 予防接種の実施に関する事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

福祉保健部保健医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
予防接種対象者の把握をし、予防接種の記録及び予防接種に

よる健康被害の記録を保持して適切な予防接種を実施する。 

記録項目 
１名前、２住所、３性別、４生年月日、５住居の番号、６心身

の機能の障害 

記録範囲 予防接種対象者及び予防接種を行う医師 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険給付事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

福祉保健部保健医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
江田島市国民健康保険被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡

に関し保険給付をする。 

記録項目 
１個人番号、２名前、３住所、４性別、５生年月日、６続柄、

７収入状況、８課税・納税状況、９金融機関口座番号 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

福祉保健部保健医療課 

個人情報ファイルの利用目的 

高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に対し、法

令に基づく市町村事務を行い、後期高齢者医療に関する事務

を行う。 

記録項目 
１個人番号、２名前、３住所、４性別、５生年月日、６課税・

納税状況、７金融機関口座番号 

記録範囲 ６５歳以上の方及びその世帯員の方 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特定健康診査 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

福祉保健部保健医療課 

個人情報ファイルの利用目的 

特定健康診査、特定保健指導に関わる対象者名簿や個人の記

録を保管し、対象者に合った保健指導を実施し、生活習慣の

改善を支援する。 

記録項目 

１受診券番号、２名前、３住所、４性別、５生年月日、６住居

の番号、７居住状況、８病歴、９健康診断等の結果、１０公的

扶助、１１診療・調剤情報 

記録範囲 特定健診受診者及び特定保健指導対象者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 予防接種給付の支給に関する事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

福祉保健部保健医療課 

個人情報ファイルの利用目的 

定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態

となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死

亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると

厚生労働大臣が認定したときは、法に定めるところにより、

給付を行う。 

記録項目 
１名前、２住所、３性別、４生年月日、５住居の番号、６心身

の機能の障害 

記録範囲 予防接種対象者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 乳幼児等医療費助成制度 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

福祉保健部保健医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
子どもに対し医療費の助成をすることにより、子どもの保健

の向上をはかり、福祉の増進に寄与すること。 

記録項目 

１名前、２住所、３性別、４生年月日、５続柄、６収入状況、

７家族構成、８扶養関係、９電話番号、１０公的扶助、１１保

険情報 

記録範囲 出生から満１５歳に到達の最初の３月３１日までの者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険資格事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

福祉保健部保健医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康被保険者証等の有効期限の管理、資格の管理等を行

う。 

記録項目 
１個人番号、２名前、３住所、４性別、５生年月日、６続柄、、

７収入状況、８課税・納税状況、９金融機関口座番号 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 住民健診（がん検診、生活習慣病健診等）関係事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

福祉保健部保健医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
早期発見、早期治療により疾病を予防し、市民の健康増進を

図り、健康寿命を延伸する。 

記録項目 
１名前、２住所、３性別、４生年月日、５住居の番号、６電話

番号、７病歴、８心身身の機能の障害、９健康診断等の結果 

記録範囲 
２０歳以上の市民で、職場等で健診（検診）の受診機会の無い

者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務 

行政機関等の名称 江田島市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

福祉保健部保健医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種にあたり、接種者

情報、接種記録情報を記録・保存する。 

記録項目 
１個人番号、２名前、３住所、４性別、５生年月日、６接種券

番号、７接種記録 

記録範囲 予防接種対象者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称） 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 


